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総務費

7 億 6457 万４千円

21％

衛生費（地域脱炭素化事業費）

10 億 2679 万６千円

28％

民生費

４億 9445 万４千円

13.5％

衛生費

1 億 7337 万６千円

4.75％

令和 8年度
一般会計

36億 4900 万円

農林水産業費

3 億 8662 万６千円

10.6％
商工費

3866 万 7 千円

1％

土木費

1 億 1717 万円

3.2％

消防費

8130 万円

2.2％

教育費

2 億 1321 万 7 千円

5.8％

公債費

3 億 115 万円

8.25％

議会費

4937 万円

1.35％

災害復旧費費

30 万円

衛生費

遠隔医療相談アプリの導入活用   143 万円

アピアランスケア助成金  　    ８万円

木質バイオマスプラント整備　　　 2970 万円

地区集会所等省エネ機器導入補助　　702 万９千円

農業費

南部交流センター施設改修工事    　　330 万円

畑作等推進整備事業（南平工区）　　2440 万円

土木費

道路交通安全整備事業費　  　192 万円

道路防災関連工事  　　　　3413 万７千円

消防費

込地公民館除去工事   　385 万円

主な新規事業続き 「医療相談アプリ」の導入が

決定。４００名超えの医師

が登録され対応。診療前の

不安軽減に期待。進藤議員

一般質問で提案したスクール

バスの更新は現場の声が予算

化された。引き続き現場目線

を大切にしたい。太田議員

脱炭素事業特集➡P4,5 へ

教育費

高校生の電車通学費補助事業     90 万円

学校長集金の公金化　　  167 万 4 千円

小学校通信設備改修工事  130 万 4 千円

小学校スクールバス購入　   1210 万円

中学校通信設備改修工事　356 万９千円

中学校部活の地域展開　　  90 万８千円

地域活性型企業人制度の AI

導入について、成果を評価し

つつ効果検証と住民向け講座

充実を期待。望月議員

山本議員

有害鳥獣駆除報奨金の増額

（１万円➡１万５千円／１頭）
に注目し、狩猟者の負担軽

減への効果に期待する。

継続事業：地域活性型企業人制度　　946 万３千円

都市部企業の専門人材にデジタル技術を学ぶ

写真
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和
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年
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し
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う
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る
か

令和 10 年度までの脱炭素事業に

今後も大きな予算が組まれる。地

方債残高にも注視していきたい。

　当初予算の審議では、地域の課題や将来を見据えた多角的な議論が交わされ

ました。議会としても、その役割を十分に果たせるよう、引き続き丁寧な審議

と情報発信に努めてまいります。

歳入 ・歳出 36 億 4900 万円 （前年度比 101.3％）

個人住民税  ５８２２万円 （前年度比 105％）

法人住民税     ６３１万円 （前年度比 128％）

当
初
予
算

村民の所得向上！

総務費

村制 70 周年記念式典 　　　 381 万 1 千円

CATV 高速大容量改修工事   1 億 8432 万１千円

民生費

重層的支援体制整備事業の導入    1,984 万 9 千円

高齢者補聴器補助　　 　　　　　　 30 万円

保育園環境整備事業　 　　　 404 万 6 千円

( 排水路の改修、プール施設改修、電話設備改修 )

♦一般会計予算推移♦
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令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年億円

　令和 5 年 4 月に環境省の脱炭素先行地域

に採択され、本格的に工事が始まった令和

６年から当初予算が大きく増えています。

　令和 8 年度は債務負担行為（多年度に渡

る事業を行う時の予算）8 億 5998 万円か

けて行うマイクログリッド事業が完成します。

　

藤澤議長

♦地方債現在高♦ 　令和 5 年に繰上げ償還（借金を前倒しで返す）

をしたので、地方債現在高は約 23 億 3 千万円に

減りましたが、公債費負担比率（一般財源に占め

る公債費の割合）が 20.1％となりました。公債費

負担比率は一般的に 15％以上で警戒、20％以上

で危険と言われる数値ですが、分母が少ない小さ

な自治体では、少しの変化で数値に影響が出ます。

令和 6 年度の数値は 15％になりました。
21
22
23
24
25
26
27
28

令和4年 令和5年 令和6年 令和7年億円

ポイント♦過疎対策事業債 （地方債の中の１つ）♦
　生坂村は、過疎地域に指定された自治体が使える有利な起債、過疎対策事業債（略して過疎債）

が使えます。例えば 100 万円借りたら、70 万円は交付税措置（国があとで交付税として返して

くれる）されるので、村が本当に負担するのは 30 万円です。この過疎債を活用し、いろいろな

事業を行っています。令和 8 年度に村が借りていい過疎債の上限額は 4 億 7390 万円です。

島議員

☜

主な新規事業 重層的支援体制整備事業は、

複合的課題を抱える世帯に

問題解決のための支援をす

る制度で重要と考える。平田議員

補聴器補助開始へ。導入効果

を高めるため広報での啓発

と情報提供が重要。

重層的支援体制整備事業➡P9へ

市川議員
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本議会での討論：
反対：草尾ぶどう園のマイクログリッド事業費３億円の内訳が不明で判断できない。材木や

木質チップの置き場は本来事業者が整備すべきでは。また、設置して確実に使われる
ものにお金を使って欲しい。

賛成：国の補助制度に則り、採択申請の内容に基づいて進められている事業であり、村のエ
ネルギー自立と災害時の電力確保に資すると判断し、賛成する。

令和5年度に環境省の脱炭素先行地域に採択された生坂村。
本特集では、令和8年度予算の概要と常任委員会での主な審査結果をお伝えします。

脱
炭
素
事
業
特
集 

― 

3
月
定
例
会 

総
務
建
経
常
任
委
員
会
で
の
質
疑
か
ら

生坂村の未来を担う事業の現在地

草尾・上野地区に蓄電池 500kWh・太陽光発電設備
70kW を整備し、停電時は中部電力系統から切り離して地
区内へ電力を供給します。中部電力パワーグリッドと協議
の結果、当初の自営線方式から中部電力既存配電線を活用
する方式へ変更。太陽光発電設備設置・維持管理は㈱いく
さかてらすが担う計画です。

災害に強い電力網を地
域につくる！

① 自営線マイクログリッド（草尾・上野地区） 
中部電力既存配電線を活用（託送方式）。蓄電池 500kWh・切り替え装置を整備。
事業費：3億 484万 8千円　補助率 3/4　補助額：2億 478万 3千円

② 生坂ダム小水力発電
生坂ダム自主放流水を活用した小水力発電所を建設。
令和 10年竣工予定。（総額 5億 9,235 万円） 
事業費：9,540 万円　補助率 3/4　補助額：6,504 万 5千円

③ 公共施設省エネ改修（小・中学校）
生坂小・中学校に LED照明・冷暖房設備改修を実施。
事業費：2億 1,002 万 3千円　補助率 2/3
補助額：1億 2,127 万 2千円

④ 充放電設備（EV）
普通充電器1台（役場）・V2H（電気自動車と家をつなぐ）充放電器
2基（下生坂・宇留賀）を設置予定。 
事業費：332万 7千円　補助率 3/4　補助額：226万 8千円

⑤ 公共施設ペレットストーブ
公民館等の公共施設 5か所に設置（保育園・学校含め協議中）。 
事業費：1,100 万円　補助率 3/4　補助額：750万円

⑥ 木質バイオマス製造プラント（ヤード整備）【新規】
平林建設㈱敷地に屋根付きヤードを 3か所整備し、チップの製造拠点とする。
事業費：2,970 万円　補助率 3/4　補助額：2,025 万円

⑦ いくさかてらす補助金（PPA事業等）
民家・民間・公共施設・オフサイトへの太陽光・蓄電池設置、デマンドレスポンス※に対応。
補助額：3億 246万 5千円　補助率 2/3・3/4
全体事業費：4億 6,822 万 6千円 （差額分は銀行融資により対応します。）

脱炭素事業は、エネルギーの安定供給や災害時の備えとして村民生活に大きく関わ
る事業です。議会は費用対効果や運営体制、村民負担のあり方について引き続き行
政に説明を求め、事業の進捗と効果を検証していきます。

事務局サポート業務については、
会計年度任用職員1名を継続雇用、
また、プロポーザル方式で外部業
者を募ります。

事業を支える推進体制省エネ機器補助2,250万円を計上。木質ストー
ブ（補助1200万円）は令和8年度は家庭向け
を先行します。役場の EV充電器は公用車3台
に対し2台のため1台増設、下生坂・宇留賀に
V2H（電気自動車と家をつなぐ）充放電器を2
基設置予定。

村民生活に身近な省エ
ネ支援メニュー

生坂小・中学校にLED照明と冷暖房設備の改修を行います。
体育館エアコンについては、文科省が整備を推進しており、
本事業で対応するか文科省補助を活用するか検討中です。

学校からはじまる省エ
ネの取り組み 

平林建設㈱の敷地を借り受け、屋根付きのチップ保管ヤー
ドを 3か所整備します。チップは 1トン 2万 5000円（税
抜き）を想定。品質と安定供給を確保した上で契約する方
針です。木質ペレット製造を令和 9 年度以降行うことが検
討されています。

村の木材を地域エネル
ギーに変える拠点へ

令和8年度　脱炭素事業の主なお金の使いみち

議会から
ひと言

●太陽光発電導入後、実際の電気代がどう変わるか 1年後の効果を知りたい。 
●将来的な維持費や負担、災害時の効果はどの程度あるのか、「龍と子」などでもっ
と詳しく伝えてほしい。 
●「電力の地産地消」への取り組みは、将来への安心につながる。 
●小水力発電は評価できるが、工事期間中の通学路確保など生活への影響を丁寧に
見てほしい。
●村が何をやっているのか、どこまでできたのか等よく分からない。
●補助金を使って LED照明に替えたいが、高額にならないか心配。
●公民館の EV充放電設備は、お金を貰って一般の人も充電できるようにしては？

住民の声

※デマンドレスポンスとは…使う電力・発電する電力を効率よく運用するしくみ。
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本議会での討論：
反対：草尾ぶどう園のマイクログリッド事業費３億円の内訳が不明で判断できない。材木や

木質チップの置き場は本来事業者が整備すべきでは。また、設置して確実に使われる
ものにお金を使って欲しい。

賛成：国の補助制度に則り、採択申請の内容に基づいて進められている事業であり、村のエ
ネルギー自立と災害時の電力確保に資すると判断し、賛成する。

令和5年度に環境省の脱炭素先行地域に採択された生坂村。
本特集では、令和8年度予算の概要と常任委員会での主な審査結果をお伝えします。

脱
炭
素
事
業
特
集 

― 

3
月
定
例
会 

総
務
建
経
常
任
委
員
会
で
の
質
疑
か
ら

生坂村の未来を担う事業の現在地

草尾・上野地区に蓄電池 500kWh・太陽光発電設備
70kW を整備し、停電時は中部電力系統から切り離して地
区内へ電力を供給します。中部電力パワーグリッドと協議
の結果、当初の自営線方式から中部電力既存配電線を活用
する方式へ変更。太陽光発電設備設置・維持管理は㈱いく
さかてらすが担う計画です。

災害に強い電力網を地
域につくる！

① 自営線マイクログリッド（草尾・上野地区） 
中部電力既存配電線を活用（託送方式）。蓄電池 500kWh・切り替え装置を整備。
事業費：3億 484万 8千円　補助率 3/4　補助額：2億 478万 3千円

② 生坂ダム小水力発電
生坂ダム自主放流水を活用した小水力発電所を建設。
令和 10年竣工予定。（総額 5億 9,235 万円） 
事業費：9,540 万円　補助率 3/4　補助額：6,504 万 5千円

③ 公共施設省エネ改修（小・中学校）
生坂小・中学校に LED照明・冷暖房設備改修を実施。
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補助額：3億 246万 5千円　補助率 2/3・3/4
全体事業費：4億 6,822 万 6千円 （差額分は銀行融資により対応します。）
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事務局サポート業務については、
会計年度任用職員1名を継続雇用、
また、プロポーザル方式で外部業
者を募ります。
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V2H（電気自動車と家をつなぐ）充放電器を2
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村民生活に身近な省エ
ネ支援メニュー

生坂小・中学校にLED照明と冷暖房設備の改修を行います。
体育館エアコンについては、文科省が整備を推進しており、
本事業で対応するか文科省補助を活用するか検討中です。

学校からはじまる省エ
ネの取り組み 

平林建設㈱の敷地を借り受け、屋根付きのチップ保管ヤー
ドを 3か所整備します。チップは 1トン 2万 5000円（税
抜き）を想定。品質と安定供給を確保した上で契約する方
針です。木質ペレット製造を令和 9 年度以降行うことが検
討されています。

村の木材を地域エネル
ギーに変える拠点へ

令和8年度　脱炭素事業の主なお金の使いみち

議会から
ひと言

●太陽光発電導入後、実際の電気代がどう変わるか 1年後の効果を知りたい。 
●将来的な維持費や負担、災害時の効果はどの程度あるのか、「龍と子」などでもっ
と詳しく伝えてほしい。 
●「電力の地産地消」への取り組みは、将来への安心につながる。 
●小水力発電は評価できるが、工事期間中の通学路確保など生活への影響を丁寧に
見てほしい。
●村が何をやっているのか、どこまでできたのか等よく分からない。
●補助金を使って LED照明に替えたいが、高額にならないか心配。
●公民館の EV充放電設備は、お金を貰って一般の人も充電できるようにしては？

住民の声

※デマンドレスポンスとは…使う電力・発電する電力を効率よく運用するしくみ。
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3月定例会でこんなことが決まりました

消防団員がけがや病気になった際に支給される補償金額を引き上げる条例

改正。

例えば、消防団員が訓練中にけがをして入院した場合、これまでは1日あ

たり最大14,500円だった療養補償が、改正後は最大15,000円に引き上

げられます。また、扶養している家族がいる場合の上乗せ額も、1人あた

り100円から433円に大幅に増えます。

生坂村消防団員等工務災害補償条例の一部を改正する条例案

民間企業の人材が自治体に派遣または副業とし

て関わり、専門知識を活かして地域課題の解決

を支援する国の制度。

今年度の成果として、派遣型では AI 活用に関

する研修・啓発活動を役場職員や学校、商工

会等に実施。来年度は住民向けAI 講習も検討

しています。副業型では脱炭素事業や空き家

バンクの情報発信、防災計画の見直しなどに専

門的な助言をいただきました。これらの成果を

踏まえ、来年度も契約を継続する予定です。

一般会計予算　地域活性化起業人制度　946万3千円（総務省から）

村が運営するケーブルテレビ（CATV）の設備を、令和8

年度から10年度の3年間で全面的に更新します。現在は

同軸ケーブルという方式で映像を送っていますが、これを

光ケーブルに切り替えます。光化により途中の増幅器（ア

ンプ）が不要になるため、これまで多かった視聴障害が

大幅に減少します。また4K・8K など高画質放送への対

応も可能になります。

さらに、現在は受信局が1か所しかないため、そこで停電

や故障が起きると村全体でテレビが映らなくなってしまい

ます。令和8年度に高津屋森林公園内に第2受信点を整備

することで、万が一の際もバックアップとして全村をカバ

ーできる体制を整えます。

工事は3年計画で進め、最終年度に古い同軸ケーブルを撤

去して完了する予定です。災害に強く、大容量データを素

早く送れる安定したネットワーク環境の実現を目指します。

CATV更新工事　1億8,432万1千円 （３か年計画総事業費：4億2,000万円）

生
坂
村
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画

の
変
更
に
つ
い
て

問
　
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
周
知
期
間

が
10
日
間
と
短
い
。
改
善
を
要
求
す
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。
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す
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3月定例会でこんなことが決まりました

消防団員がけがや病気になった際に支給される補償金額を引き上げる条例

改正。

例えば、消防団員が訓練中にけがをして入院した場合、これまでは1日あ

たり最大14,500円だった療養補償が、改正後は最大15,000円に引き上

げられます。また、扶養している家族がいる場合の上乗せ額も、1人あた

り100円から433円に大幅に増えます。

生坂村消防団員等工務災害補償条例の一部を改正する条例案

民間企業の人材が自治体に派遣または副業とし

て関わり、専門知識を活かして地域課題の解決

を支援する国の制度。

今年度の成果として、派遣型では AI 活用に関

する研修・啓発活動を役場職員や学校、商工

会等に実施。来年度は住民向けAI 講習も検討

しています。副業型では脱炭素事業や空き家

バンクの情報発信、防災計画の見直しなどに専

門的な助言をいただきました。これらの成果を

踏まえ、来年度も契約を継続する予定です。

一般会計予算　地域活性化起業人制度　946万3千円（総務省から）

村が運営するケーブルテレビ（CATV）の設備を、令和8

年度から10年度の3年間で全面的に更新します。現在は

同軸ケーブルという方式で映像を送っていますが、これを

光ケーブルに切り替えます。光化により途中の増幅器（ア

ンプ）が不要になるため、これまで多かった視聴障害が

大幅に減少します。また4K・8K など高画質放送への対

応も可能になります。

さらに、現在は受信局が1か所しかないため、そこで停電

や故障が起きると村全体でテレビが映らなくなってしまい

ます。令和8年度に高津屋森林公園内に第2受信点を整備

することで、万が一の際もバックアップとして全村をカバ

ーできる体制を整えます。

工事は3年計画で進め、最終年度に古い同軸ケーブルを撤

去して完了する予定です。災害に強く、大容量データを素

早く送れる安定したネットワーク環境の実現を目指します。

CATV更新工事　1億8,432万1千円 （３か年計画総事業費：4億2,000万円）
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ແ
理
な
く
行
え
る
か
。

答
　
ͦ
れ
ͧ
れ
の
制
度
と
医
ྍ
的
έ
Ξ
ࣇ

の
利
用
も
ߟ
ྀ
し
、
8
年
度
か
ら
は
ઐ
任

で
อ
育
࢜
を
1
人
確
อ
し
ແ
理
な
く
行
͏
。

令
和
８
年
度
生
坂
村
一
般
会
計
予
算

教
育
委
員
会
関
係

問
　
อ
育
Ԃ
に
ো
が
い
が
あ
る
方
用
の
駐

車
場
ॴ
を
ͭ
く
る
。
Ͳ
͜
に
ͭ
く
る
の
か
。

答
　
職
員
が
駐
車
し
て
い
る
ਖ਼
面
ݰ
関
の

方
が
ฏ
ら
な
の
で
、ͦ
ͪ
ら
に
ͭ
く
る
。

問
　
อ
育
Ԃ
の
駐
車
場
が
増
や
せ
な
い
か
。

答
　
道
を
ڬ
Ή
駐
車
場
ͩ
と
、
ࢠ
Ͳ
も
の

ԣ
அ
時
に
ة
ݥ
。
新
設
に
は
動
ઢ
と
今
後

の
ࢠ
Ͳ
も
の
数
を
ߟ
ྀ
す
る
必
要
が
あ
る
。

問
　
部
活
の
地
Ҭ
ల
։
で
、
֎
部
ࢦ
導
員

の
報
償
費
が
ग़
て
い
る
。
バ
ド
ϛ
ン
ト
ン

と
ਧ
૗
ָ
の
ࢦ
導
員
1
人
ͣ
ͭ
の
予
定
か
。

答
　
ͦ
の
予
定
で
あ
る
が
、
増
え
る
͜
と

も
あ
る
。

問
　
一
੕
௾
に
ͭ
い
て
、
令
和
̓
年
度
で
ݩ

ؾ
ͮ
く
り
支
援
金
が
ऴ
Θ
る
。
今
後
の
方

޲
性
は
。

答
　
大
好
き
隊
や
ڠ
ྗ
い
た
ͩ
͚
る
方
を

ื
り
、
定
期
ਗ਼
૟
や
׵
ؾ
を
し
て
今
の
状

ଶ
を
維
持
す
る
。
あ
り
方
に
ͭ
い
て
は
今

後
し
っ
か
り
ڠ
ٞ
を
す
る
。

住
民
課
関
係

問
　
ి
算
委
託
料
�
�
�
�
万
̎
ઍ
円
と
は
。

答
　
੫
金
シ
ス
テ
ム
の
維
持
管
理
費
、
੫

制
改
ֵ
に
対
応
し
た
シ
ス
テ
ム
改
修
費
と
、

Τ
ル
タ
ッ
ク
ス
と
い
͏
地
方
੫
ϙ
ー
タ
ル

シ
ス
テ
ム
も
含
ま
れ
る
。
今
後
༷
ʑ
な
通

知
書
の
ి
ࢠ
化
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、σ
ー

タ
で
受
औ
を
બ
Ϳ
人
が
増
え
る
と
、
༣
ૹ

費
が
減
る
͜
と
も
期
଴
さ
れ
る
。

問
　
ब
࿑
セ
ン
タ
ー
管
理
費
が
増
加
し
て

い
る
の
は
な
ͥ
か
。

答
　
ࢦ
導
員
の
ॲ
۰
改
善
と
、
ࢦ
導
員
が

1
人
増
え
る
た
め
。

問
　
リ
チ
ウ
ム
Π
Φ
ン
バ
ッ
テ
リ
ー
の
ࣺ

て
方
は
。

答
　
令
和
8
年
度
か
ら
は
役
場
で
ס
ి
஑

と
ಉ
じ
よ
͏
に
回
収
す
る
。

問
　
ุ
じ
ま
い
な
Ͳ
で
、
ุ
地
の
区
画
を

ฦ
し
た
い
と
き
に
ฦ
ؐ
金
は
あ
る
か
。

答
　
村
に
ฦ
す
と
き
は
ุ
ੴ
を
ย
෇
͚
て

い
た
ͩ
い
て
か
ら
ฦ
ؐ
し
て
も
ら
͏
。
ฦ

ؐ
金
は
な
い
。

健
康
福
祉
課
関
係

問
　
県
୯
෱
ࢱ
医
ྍ
費
で
の
助
成
対
৅
は
。

答
　
ਫ਼
ਆ
ো
が
い
者
手
ா
1
⁌
�
ڃ
を
お

持
ͪ
の
方
の
入
Ӄ
費
用
。
通
Ӄ
費
用
は
ط

に
対
৅
と
な
っ
て
い
る
。

෱
ࢱ
η
ϯ
λ
ồ
特
別
会
計
予
算

問
　
໦
࣭
チ
ッ
ϓ
や
ϖ
レ
ッ
ト
は
೩
料
費

�
�
�
万
̎
ઍ
円
の
中
に
含
ま
れ
る
か
。

答
　
含
ま
れ
る
。
໦
࣭
チ
ッ
ϓ
は
̍
ト
ン

੫
込
み
�
万
�
�
�
�
円
で
、
年
間
約

�
�
�
ト
ン
を
見
込
Ή
。
ガ
ス
Ϙ
Π
ラ
ー

も
予
උ
と
し
て
あ
る
の
で
、
ガ
ス
୅
も
೩

料
費
に
入
っ
て
い
る
。

問
　
؃
൘
を
新
し
く
す
る
な
Ͳ
、
޿
報
に

も
っ
と
ྗ
を
入
れ
て
は
。

答
　
ࢁ
村
活
性
化
対
策
事
業
補
助
金
で
޿

告
費
を
使
い
޿
報
し
て
い
る
。
来
年
度
も

使
え
る
の
で
、
環
境
に
や
さ
し
い
॓
と
し

て
ച
り
込
Μ
で
い
き
た
い
。
؃
൘
に
ͭ
い
て

は
検
討
す
る
。陳

　
　情

̼
3
/
"
ớ
Ϩ
ϓ
Ϧ
ί
ϯ
ϫ
Ϋ
ν
ϯ
を
ؚ

Ή
Ờ
઀
छ
事
業
த
ࢭ
の
ҙ
ݟ
ॻ
ఏ
ग़
を
ٻ

Ί
る
௠
৘
ॻ
に
つ
い
て

コ
ϩ
φ
ϫ
ク
チ
ン
઀
छ
後
短
期
間
で
ࢮ
๢

者
数
が
上
ঢ
し
て
い
る
と
の
σ
ー
タ
か
ら
、

઀
छ
事
業
中
ࢭ
の
ҙ
見
書
ఏ
ग़
を
求
め
る

௠
৘
書
。

・
̼
R
/
A
ϫ
ク
チ
ン
と
健
康
被
害
の
Ҽ

果
関
܎
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
͏
理
由

で
、
全
員
賛
成
で
継
続
৹
ٞ
と
決
定
。

ফ
Ԍ
௟
௧
ࡎ
΍
߅
Ξ
Ϩ
ϧ
Ϊ
ồ
ༀ
ͳ
Ͳ
ỏ

ༀ
の
௥
Ճ
ෛ
୲
を
ߦ
Θ
ͳ
い
͜
ͱ
を
ٻ
Ί

る
௠
৘
に
つ
い
て

0
5
$
ྨ
ࣅ
ༀ
に
は
、
૭
ޱ
負
担
と
は
ผ

に
ಛ
ผ
料
金
が
ༀ
ࡎ
の
�5
ˋ
か
か
る
よ
͏

に
な
る
。
௥
加
負
担
を
行
Θ
な
い
よ
͏
求

め
る
も
の
。

・
झ
ࢫ
に
賛
ಉ
し
、
賛
成
ଟ
数
で
ҙ
見
書
を

ఏ
ग़
す
べ
き
と
決
定
。

ˑ
0
5
$
ྨ
ࣅ
ༀ
と
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
ӽ

しớ
ༀ
ہ
౳
Ờ
に
ങ
え
る
ༀ
。
ϩ
Ω
ι
χ
ン

や
Ξ
レ
ά
ラ
な
Ͳ
約
�
�
�
�
品
目
77
छ

ྨ
が
対
৅
。

ࣾ
会
จ
ڭ
常
任
委
員
会�

連
合
審
査

3月定例会でこんなことが決まりました

村営バスの補助

に 加 え、電 車 の

通学費を定期券

の 半 額 ま で、年

間３万円上限で補

助する。

➡ 電車補助申請

は教育委員会へ

高校生の電車通学補助　90万円　

学習ドリルや教材など、集金して買っていた

消耗品を公費で買う。教員の事務負担軽減

にも繋がる。

小中学校徴収金の公金化  167万４千円

学校側から理数系の先生が要望された。理科は実験や植物を育てる等負担が

あるので理科専科の先生に来てもらう。

小学校学習支援員・専科教員合わせて　1231万円（財源：過疎債ソフト分）

アプリをダウンロードして、チャット中心で症状を相談し、400名超登録している医

師から返信がもらえる。けがの状態など写真送付も可能。

今回の導入は「医師による助言まで」の医療相談アプリで、遠隔診療・処方は対象外。

保健師等の一般相談より一歩進んだ体制。村民は利用料無料。

Qアプリなどの使い方に慣れない高齢者はどうしたらいいか？

Aスマホ予備校などで使い方を学んでもらう、また、家族の助けを得ることを想定。

遠隔医療相談アプリの導入　143万円

「いくつもの困りごと」が重なっている人は、こ

れまで相談窓口がバラバラでどこに行けばいいか

分かりにくかったが、ひとつの窓口で、どんな相

談でも受けられるように整備をする事業→ だか

ら「重層（いくつも重なる）支援」と言う。

例「お金の相談に来たけど、実は子育ても大変で、

おばあちゃんの介護も必要」

重層的支援体制整備事業の一環として…

はるかぜを平日毎日開けて、居場所や相談窓口

をつくる取り組みが始まる。

お風呂も継続して使えるようにする。

重層的支援体制整備事業　1984万９千円（うち1230万円は国・県から）
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議案等の審査結果　 ˞੒ŋŋŋʓɹ൓ରŋŋŋʷɹܽŋŋŋܽ੮ɹআŋŋŋআੱɹٞ௕ŋŋŋࢍ

令和8年3月定例会 ৹ٞͨٞ͠Ҋͱͷ݁Ռ 審
議

結
果

進
藤
望
月島山

本
太
田
平
田
市
川
藤
澤

報
告

専決処分の承認を求めることについて（議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例） 承認 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※人事院勧告により、議会議員の手当年間支給率が3.45月分から3.5月分に引き上げられる
専決処分の承認を求めることについて（特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を改正する条例） 承認 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※人事院勧告により、特別職職員の手当年間支給率が3.45月分から3.5月分に引き上げられる
専決処分の承認を求めることについて（一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例） 承認 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※初任給引き上げなど一般職職員の給与改定。通勤手当、期末手当、勤勉手当も引き上げ
専決処分の承認を求めることについて（令和７年度生坂村一般会計補正予算【第６号】） 承認 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※人事院勧告により給与・手当を引き上げたことによる人件費の補正
専決処分の承認を求めることについて（令和７年度生坂村福祉センター特別会計補正予算【第１号】） 承認 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※給与・手当を引き上げたことによるやまなみ荘職員人件費の補正73万2千円。
専決処分の承認を求めることについて（令和７年度生坂村介護保険特別会計補正予算【第３号】） 承認 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※給与・手当を引き上げたことによる職員給与の補正で、補正額は13万5千円
専決処分の承認を求めることについて（令和７年度生坂村簡易水道事業会計補正予算【第３号】） 承認 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※給与・手当を引き上げたことによる簡易水道事業に関わる人件費の補正で、補正額は14万8千円
専決処分の承認を求めることについて（令和７年度生坂村一般会計補正予算【第7号】） 承認 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※第51回衆議院議員総選挙に伴う経費362万1千円

事
件
案

生坂村過疎地域持続的発展計画の変更について 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※計画期間を令和8年～ 12年度までの5年間に更新、人口や財政状況などの基礎データを最新化
生坂村社会福祉施設他１４施設の指定管理者の指定について 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※社会福祉協議会は令和11年まで（3年）、その他は令和８年～ 13年までの各施設の管理者を指定
松塩筑木曽老人福祉施設組合規約の変更について 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※施設組合経費をより公平で実態に即した負担構造、入所者割に統一する

条
例
案

生坂村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例案 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※「子ども誰でも通園制度」の適切な運営基準を定めるもの
生坂村行政手続条例の一部を改正する条例案 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合の「通知方法」の見直し
生坂村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※公立学校医の報酬を内科医で8万円から10万円、整形外科医で4万円から7万円に改めるもの
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※職員の自動車通勤は距離に応じた支給（上限66,400円）とし、駐車場利用月額5千円を認める
生坂村Ｂ＆Ｇ海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※村外者が施設利用時、利用料の単位を午前・午後・夜間から１時間ごとに改定するもの
生坂村子育て支援センター施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※ぴよぴよ広場（当施設）を村外団体が使用時に使用料を1回あたり2000円と定める条例
生坂村国民健康保険税条例の一部を改正する条例案 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※社会全体で子育て世帯を支えるため、国保税から支援金を拠出する仕組みをつくるもの
生坂村介護保険条例の一部を改正する条例案 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※制度により課税される非課税世帯の保険料を令和8年度に限り減免できるという特例を追記
生坂村火入れに関する条例の一部を改正する条例案 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※林野火災注意報発令中、火入れができないようにするもの
生坂村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※国の制度改正に準じ公務災害の補償基礎額を引き上げるなど、見直しをするもの　➡P7へ

予
算
案

令和８年度生坂村一般会計予算 可決 〇 × × 〇 〇 〇 〇 ※主なもの　P2 ～ P9
令和８年度生坂村営バス特別会計予算 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※村営バスの一般管理費や運行管理費について、歳入歳出予算の総額を5460万円とするもの
令和８年度生坂村福祉センター特別会計予算 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※やまなみ荘の経営管理費等について、歳入歳出予算の総額を1億1830万円とするもの
令和８年度生坂村国民健康保険特別会計予算 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※歳入歳出予算の総額を2億3940万円とするもので、子ども子育て支援納付金が追加される
令和８年度生坂村介護保険特別会計予算 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※歳入歳出予算の総額を2億6560万円とするもので、前年度と比較し1320万円の減額
令和８年度生坂村後期高齢者医療特別会計予算 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※歳入歳出予算の総額を4040万円とするもので、前年度と比較し610万円の増額
令和８年度生坂村簡易水道事業会計予算 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※収益的支出7730万円に排水及び給水費等、資本的支出9727万２千円に布設替え工事費等含む
令和８年度生坂村下水道事業会計予算 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※収益的支出7870万円は農集・浄化槽営業費用等、資本的支出4910万２千円は企業債償還金等

請
願

令和８年度簡易水道基盤強化予算確保に関する意見書採択を求める請願書 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※請願者：全国簡易水道協議会　会長：北村 政夫　紹介議員：山本 𠮷𠮷𠮷

陳
情

mRNA(レプリコワクチンを含む)接種事業中止の意見書提出を求める陳情書 継続
審査 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 ※陳情者：宇井 淳　千葉県旭市

消炎鎮痛剤や抗アレルギー薬など、薬の追加負担を行わないことを求める陳情 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※陳情者：長野県社会保障推進協議会　代表委員：宮沢 裕夫、佐野 達夫、細尾 俊彦、ほか3名

追
加
議
案

生坂村農業委員会委員の任命について　※10議案 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※農業委員10人の任命について　任命期間：令和8年5月18日～令和11年5月17日
令和７年度生坂村一般会計補正予算【第８号】 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※歳入歳出をそれぞれ1億2,571万5千円減額し、総額３6億9847万5千円とする
令和７年度生坂村営バス特別会計補正予算【第１号】 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※主に事業確定による不用額を50万円減額し、歳入歳出それぞれ5400万円とする
令和７年度生坂村福祉センター特別会計補正予算【第２号】 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※主に事業確定による不用額を60万8千円減額し、歳入歳出それぞれ1億732万4千円とする
令和７年度生坂村国民健康保険特別会計補正予算【第２号】 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※主に事業確定による不用額を5379万８千円減額し、歳入歳出それぞれ1億9789万2千円とする
令和７年度生坂村介護保険特別会計補正予算【第４号】 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※給付費・事業費の実績見込みに合わせ53万5千円追加し、歳入歳出を2億9403万8千円とする
令和７年度生坂村後期高齢者医療特別会計補正予算【第２号】 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※実績見込みに合わせ188万7千円を追加し、歳入歳出それぞれ3709万5千円とする
令和７年度生坂村簡易水道事業会計補正予算【第４号】 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※実績確定と漏水調査委託料等の増額、工事設計委託料減額等反映させ増減補正するもの
令和７年度生坂村下水道事業会計補正予算【第２号】 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※使用料見込みの下方修正と工事請負費確定に伴う支出減で収支調整するもの

発
議

生坂村議会委員会条例の一部を改正する条例案 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※課設置条例との整合を図るため「健康福祉課」を追加
生坂村議会会議規則の一部を改正する規則案 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※同一議員による同一の議題についての質疑制限回数を2回から3回に変更
簡易水道基盤強化のための令和８年度予算確保を求める意見書 提出 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※
消炎鎮痛剤や抗アレルギー薬など、薬の追加負担を行わないことを求める意見書 提出 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※



問
　人
ޱ
減
গ
と
高
ྸ
化
に
よ
り
、自
ら
耕
作

で
き
な
い
農
Ո
に
୅
Θ
っ
て
農
業
公
ࣾ
が
担

͏
面
ੵ
が
5
年
で
約
50
ˋ
増
加
し
て
い
る
。
公

ࣾ
の
運
Ӧ
が
パ
ン
ク
す
る
の
で
は
な
い
か
と

ݒ
೦
し
て
い
る
。

振
　持
続
可
能
な
運
Ӧ
の
た
め
にủ
受
͚
入

れ
基
準
Ứ
を
໌
確
化
し
、
効
཰
的
な
作
業
が
可

能
な
農
地
を
༏
先
す
る
͜
と
を
検
討
す
る
。
人

的
体
制
の
ڧ
化
策
と
し
て
、
地
Ҭ
お
͜
し
ڠ
ྗ

隊
の
農
業
支
援
΁
の
ื
集
、
農
ൟ
期
の
ྟ
時
ޏ

用
、
新
規
ब
農
者
の
育
成
支
援
を
検
討
し
て
い

き
た
い
。
ま
た
、
小
規
໛
農
地
の
受
託
困
難
に

ͭ
い
て
は
、
地
Ҭ
計
画
に
基
ͮ
き
農
地
の
集
約

化
や
集
ஂ
化
を
進
め
る
必
要
性
が
あ
る
。

中
古
農
業
機
械
の
有
効
活
用
を

問
　཭
農
や
ࢮ
去
に
よ
り
不
要
と
な
っ
た
農

ػ
۩
が
安
価
に
֎
部
΁
ച
٫
さ
れ
て
い
る
。
公

ࣾ
で
中
ݹ
農
ػ
の
ߪ
入
と
、
困
っ
て
い
る
人
に

ି
し
ग़
す
事
業
が
で
き
な
い
か
。

振
　อ
管
場
ॴ
の
確
อ
、
੔
උ
఺
検
費
、
事
ނ

時
の
੹
任
ॴ
ࡏ
な
Ͳ
の
՝
୊
が
あ
る
。
൚
用
性

の
高
い
ػ
ց
に
限
定
し
た
短
期
間
ି
ग़
や
、
利

用
料
で
維
持
費
を
࿫
͏
࢓
૊
み
な
Ͳ
、
制
度
設

計
の
可
能
性
に
ͭ
い
て
農
Ո
の
ҙ
޲
調
ࠪ
を

含
め
研
究
し
て
い
き
た
い
。

農
業
の
法
人
化
へ
の
支
援
を

問
　農
業
の
法
人
化
΁
の
支
援
に
ͭ
い
て
、ͦ

の
可
能
性
は
。

振
　経
Ӧ
の
安
定
や
ޏ
用
確
อ
に
༗
効
な
手
ஈ

で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
村
内
で
は
ط
に
ブ
ド

ウ
࠿
ഓ
౳
で
法
人
化
の
事
ྫ
が
あ
り
、
ਫ
Ҵ
で

も
検
討
が
進
Μ
で
い
る
。
ҙ
ཉ
あ
る
担
い
手
に
対

し
、国
や
県
の
補
助
事
業
の
活
用
や
ઐ
໳
Ո
の
঺

հ
と
い
っ
た
ଆ
面
的
な
支
援
を
検
討
し
た
い
。

高
齢
者
の
安
否
確
認
と
福
祉
施
策
は

問
　ಠ
ډ
高
ྸ
者
が
౗
れ
て
ൃ
見
が
஗
れ
た

事
ྫ
が
あ
る
。
安
൱
確
認
体
制
の
ڧ
化
が
必
要

で
は
。

健
　อ
健
師
やủ
大
好
き
隊
Ứ
が
�
�
�
໊
Ҏ

上
の
対
৅
者
を
月
1
回
ఔ
度
訪
問
し
ݽ、
ཱ
防

ࢭ
に
౒
め
て
い
る
。
ۓ
急
時
の
安
൱
確
認
は
、

ຊ
来
は
Ո
଒
が
役
ׂ
を
担
͏
べ
き
で
あ
る
が
、

村
で
は
ฏ
成
��
年
か
ら
ۓ
急
通
報
૷
置ớ
؂
視

カ
メ
ラ
や
ܯ
උ
会
ࣾ
連
ܞ
Ờの
導
入
補
助
を
実

施
し
て
い
る
。
今
後
も
周
知
に
౒
め
る
。

村
　෱
ࢱ
の
村
ͮ
く
り
を
ॏ
఺
施
策
と
し
、地

Ҭ
で
の
支
え
合
い
や
ط
ଘ
の
制
度
を
徹
底
す

る
͜
と
で
、
安
৺
し
て
ॅ
み
続
͚
ら
れ
る
村
ͮ

く
り
に
औ
り
૊
Μ
で
行
き
た
い
。

平田勝章議員

農
業
公
社
の
農
地
受
け
入
れ
基
準
は

振
興
課
長
　
今
後
基
準
を
明
確
化
す
る

��

˔ฏాউষٞһ
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村政そこが知りたい!!一般質問 3月定例会



問
　新
た
に
作
成
さ
れ
た
ủ
؍
ޫ
ガ
Π
ド

Ϛ
ッ
ϓ
Ứ
は
見
や
す
く
ັ
ྗ
ൃ
৴
に
༏
れ

て
い
る
。
一
方
で
、ủ
฻
ら
し
の
視
఺
Ứ
に

関
す
る
৘
報
は
今
後
さ
ら
に
ॆ
実
が
期
଴

さ
れ
る
。
؍
ޫ
と
は
直
݁
し
な
い
が
、
修

理
関
܎
や
ఉ
の
手
入
れ
な
Ͳ
の
ੜ
活
を
支

え
る
事
業
者
や
個
人
は
ॏ
要
な
ଘ
ࡏ
で
あ

る
。
͜
͏
し
た
分
໺
΁
の
行
政
の
支
援
の

あ
り
方
と
ߟ
え
は
。

振
　地
Ҭ
で
活
動
す
る
事
業
者
や
個
人

は
、
฻
ら
し
と
地
Ҭ
経
ࡁ
を
支
え
る
ॏ
要

な
ଘ
ࡏ
と
認
識
し
て
い
る
。
行
政
の
支
援

は
ࡾ
ͭ
の
ப
で
進
め
て
お
り
、
ୈ
一
に
制

度
に
よ
る
支
援
と
し
て
、
঎
工
会
と
連
ܞ

し
た
経
Ӧ
૬
ஊ
や
経
Ӧ
支
援
、
঎
品
݊
事

業
に
よ
る
地
Ҭ
内
ফ
費
の
ଅ
進
を
実
施
。

ୈ
ೋ
に
৘
報
の
支
援
と
し
て
、
国
や
県
の

補
助
制
度
の
周
知
と
૬
ஊ
対
応
を
行
い
、

活
用
し
や
す
い
環
境
ͮ
く
り
を
進
め
る
。

ୈ
ࡾ
に
、
事
業
者
と
ॅ
民
χ
ー
ζ
を
݁
ͼ

෇
͚
る
ủ
ͭ
な
͙
支
援
Ứ
に
よ
り
、
地
Ҭ

内
で
࢓
事
が
॥
環
す
る
࢓
૊
み
ͮ
く
り
を

検
討
。
さ
ら
に
地
ݩ
事
業
者
の
活
用
や
高

ྸ
者
の
ٕ
能
活
用
も
視
໺
に
入
れ
、
環
境

੔
උ
を
通
じ
た
支
援
に
औ
り
૊
Ή
。

部
活
動
の
地
域
展
開
に
つ
い
て

問
ط　
ଘ
の
部
活
と
し
て
あ
る
バ
ド
ϛ
ン

ト
ン
部
・
ਧ
૗
ָ
部
を
地
Ҭ
ల
։
と
し
て

ス
タ
ー
ト
す
る
と
い
͏
͜
と
で
、ͦ
の
検
討

経
ա
・
移
行
後
の
ྲྀ
れ
は
。

ڭ
　ֶ
ߍ
部
活
動
の
地
Ҭ
ల
։
は
、
地
Ҭ

全
体
で
ス
ϙ
ー
π
・
จ
化
ܳ
ज़
活
動
の
ࡏ

り
方
を
見
直
す
改
ֵ
で
、
ࢠ
Ͳ
も
た
ͪ
が

地
Ҭ
で
安
৺
し
て
活
動
で
き
る
環
境
ߏ
ங

が
ॏ
要
。
ま
ͣ
は
現
ࡏ
あ
る
バ
ド
ϛ
ン
ト

ン
と
ਧ
૗
ָ
で
ଟ
ੈ
୅
ࢀ
加
型
の
認
定
地

Ҭ
ク
ラ
ブ
の
ཱ
ͪ
上
͛
を
目
ࢦ
し
た
。

問
　認
定
地
Ҭ
ク
ラ
ブ
の
ࢀ
加
費
は
Ո
計

に
഑
ྀ
す
る
と
の
͜
と
ͩ
が
、
ଞ
の
地
Ҭ

ク
ラ
ブ
や
ࣾ
会
体
育
ஂ
体
と
の
公
ฏ
感
は

Ͳ
͏
ߟ
え
る
か
。

ڭ
　地
Ҭ
ల
։
は
、͜
れ
ま
で
ֶ
ߍ
が
担
っ

て
き
た
活
動
を
地
Ҭ
で
確
อ
す
る
行
政
੹

任
の
一
環
と
ߟ
え
る
。
ͦ
れ
ͧ
れ
の
理
೦
や

目
的
を
持
っ
た
任
ҙ
ஂ
体
の
活
動
は
ଚ
ॏ

す
る
が
、
制
度
上
の
Ґ
置
ͮ
͚
は
ҟ
な
る
。

ۙ
ྡ
自
࣏
体
の
認
定
地
Ҭ
ク
ラ
ブ
に
ࢀ
加

す
る
ੜ
ె
に
は
必
要
に
応
じ
て
一
定
の
支

援
の
ࡏ
り
方
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と

ߟ
え
る
。い
ͣ
れ
に
せ
よ
、
認
定
地
Ҭ
ク
ラ

問
　地
Ҭ
の
࢓
事
や
ੜ
活
৘
報
を
ま
と
め

たủ
ੜ
活
ガ
Π
ド
Ϛ
ッ
ϓ
Ứの
作
成
を
ఏ
Ҋ
。

見
え
る
関
܎
ͮ
く
り
に
よ
る
安
৺
感
の
޲

上
や
、
地
Ҭ
内
経
ࡁ
の
॥
環
ଅ
進
を
目
的

と
す
る
。
؍
ޫ
に
関
す
る
ൃ
৴
に
続
き
、
小

規
໛
事
業
者
な
Ͳ
฻
ら
し
を
支
え
る
৘
報

も
੔
理
・
ൃ
৴
す
る
͜
と
で
、
ॅ
民
ಉ
࢜
の

支
え
合
い
を
ڧ
化
す
る
と
と
も
に
、
移
ॅ

ر
๬
者
に
も
۩
体
的
な
ੜ
活
૾
を
示
す
。

؍
ޫ
৘
報
に
加
え
、
฻
ら
し
の
基
൫
を
఻

え
る
࡭
ࢠ
と
し
て
の
੔
උ
を
求
め
る
。

村
؍　
ޫ
ガ
Π
ド
に
加
え
、
฻
ら
し
の
৘

報
ൃ
৴
の
ॏ
要
性
を
認
識
。
修
理
や
ఉ
の

手
入
れ
、
地
Ҭ
の
小
規
໛
事
業
者
な
Ͳ
の

৘
報
は
、
高
ྸ
者
や
ࢠ
育
て
ੈ
ଳ
、
移
ॅ

ر
๬
者
に
と
っ
て
۩
体
的
な
฻
ら
し
の
Π

メ
ー
δ
を
す
る
た
め
の
大
切
な
要
ૉ
と
な

る
。͜
͏
し
た
฻
ら
し
を
支
え
る
৘
報
は
、

日
ৗ
ੜ
活
の
࣭
を
高
め
る
と
と
も
に
、
地

Ҭ
で
の
支
え
合
い
を
可
視
化
す
る
役
ׂ
も

担
͏
。
঎
工
会
と
連
ܞ
し
、
ܝ
ࡌ
ಉ
ҙ
や

公
ฏ
性
、
ߋ
新
体
制
な
Ͳ
の
՝
୊
に
഑
ྀ

し
ͭ
ͭ
、
࡭
ࢠ
作
成
や
ϗ
ー
ム
ϖ
ー
δ
連

動
、
σ
ー
タ
ϕ
ー
ス
化
を
含
め
検
討
を
進

め
る
。
地
Ҭ
の
ͭ
な
が
り
を
ੜ
Ή
࢓
૊
み

ͮ
く
り
を
目
ࢦ
す
。

ブ
の
安
定
運
Ӧ
を
࠷
༏
先
に
ߟ
え
な
が
ら
、

公
ฏ
性
と
の
ۉ
ߧ
を
図
っ
て
い
く
。

脱
炭
素
先
行
地
域
づ
く
り
事
業
に
つ
い
て

問
　୤
୸
ૉ
先
行
地
Ҭ
作
り
事
業
の
進
௙

状
況
と
事
業
に
対
す
る
村
の
ଊ
え
と
֎
部

ධ
価
は
。

村
　͜
れ
ま
で
の
達
成
状
況
と
し
て
、
̥

̥
̖
事
業
の
̎
月
຤
契
約
数
は
̍
̐
̒
件
。

村
の
事
業
と
し
て
上
ੜ
ࡔ
区
Ϛ
Π
ク
ϩ
ά

リ
ッ
ド
事
業
・
村
Ӧ
や
ま
な
み
૳
や
อ
育

Ԃ
の
ল
Τ
ω
改
修
事
業
・
֤
区
で
は
ॆ
์

ి
設
උ
８
区
の
設
置
、
ま
た
、
や
ま
な
み
૳

チ
ッ
ϓ
Ϙ
Π
ラ
ー
の
Ք
ಇ
౳
が
進
Μ
で
い

る
。
֤
Ո
ఉ
΁
の
ল
Τ
ω
ػ
ث
౳
の
導
入

は
、
今
年
度
ま
で
に
ྦྷ
計
��
件
、
໦
࣭
バ
Π

Φ
Ϛ
ス
ス
ト
ー
ブ
10
件
で
、
概
Ͷ
ॱ
調
に

ਪ
移
し
て
い
る
。
֎
部
の
見
ղ
は
、
先
月
に

実
施
さ
れ
た
環
境
ল
中
間
ώ
Ξ
リ
ン
ά
に

お
い
て
、
中
間
時
఺
ま
で
の
当
村
の
事
業

の
進
௙
に
ͭ
い
て
報
告
を
行
い
、
୤
୸
ૉ

先
行
地
Ҭ
事
業
બ
定
委
員
か
ら
、一
定
の
ධ

価
を
い
た
ͩ
き
、
今
後
̏
年
間
に
ͭ
い
て

も
、
現
状
の
ਪ
進
を
͝
期
଴
い
た
ͩ
い
て

い
る
。

ਐ౻࠼議員

生
活
を
支
え
る
事
業
者
へ
の
支
援
策
は

振
興
課
長
　
三
つ
の
柱
で
支
援
を
進
め
て
い
る

�2

ଠ田ᩋ議員

脱
炭
素
先
行
地
域
づ
く
り
事
業
期
間
終
了
後

の
村
の
方
向
性
は

村
長
　
２
０
５
０
年
の
Ｃ
Ｏ
２
排
出
実
質
ゼ
ロ
に
向
け
村

の
重
点
事
業
の
一
角
を
成
す
も
の
と
し
て
推
進
し
て
い
く



問
　ۙ
年
ੜ
ࡔ
村
に
移
ॅ
さ
れ
た
方
、
ま

た
͜
れ
か
ら
移
ॅ
を
ߟ
え
て
い
る
方
も
ੜ

ࡔ
村
の
自
વ
、
ా
ࣷ
の
ง
ғ
ؾ
に
ັ
ྃ
さ

れ
て
の
͜
と
ͩ
と
ࢥ
͏
。
ࢁ
、
઒
、
୩
と

自
વ
๛
か
な
ੜ
ࡔ
村
に
や
͗
຀
場
の
あ
る

෩
ܠ
が
ϓ
ラ
ス
さ
れ
れ
͹
、
さ
ら
に
ັ
ྗ

的
な
村
に
な
る
と
ߟ
え
る
。
ٳ
耕
地
な
Ͳ

を
利
用
し
た
や
͗
຀
場
は
で
き
な
い
か
。

振
ٳ　
耕
地
の
増
加
に
よ
る
ٳ
耕
地
の
活

用
方
法
は
ຊ
村
で
も
大
き
な
՝
୊
で
あ

る
。
や
͗
຀
場
に
ͭ
い
て
は
、
ࣂ
育
・
維

持
管
理
な
Ͳ
の
研
究
が
必
要
と
ߟ
え
て
い

る
。
ま
た
地
Ҭ
お
͜
し
ڠ
ྗ
隊
制
度
活
用

や
民
間
事
業
者
に
よ
る
チ
Ỿ
レ
ン
δ
事
業

と
し
て
は
研
究
の
༨
地
は
あ
る
と
ߟ
え
て

い
る
。

問
　૲
מ
り
隊
と
し
て
や
͗
の
活
用
は
で

き
な
い
か
。

振
　૲
מ
り
隊
と
し
て
や
͗
の
効
果
は
急

ࣼ
面
や
人
手
不
଍
౳
に
は
一
定
の
効
果

は
あ
る
と
ߟ
え
て
い
る
。
導
入
す
る
に
あ

た
っ
て
は
、
์
຀
の
管
理
の
࢓
方
、
費
用

対
効
果
の
検
ূ
を
し
な
͚
れ
͹
い
͚
な

い
。

問
؍　
ޫ
と
し
て
の
や
͗
຀
場
が
あ
っ
て

も
い
い
と
ߟ
え
る
が
。

振
؍　
ޫ
ࢿ
ݯ
と
の
動
物
と
の
;
れ
あ
い

は
؍
ޫ
集
٬
に
一
定
の
効
果
は
あ
る
と
認

識
し
て
い
る
。
効
果
を
持
続
さ
せ
る
に
は

道
の
Ӻ
や
体
ݧ
ϓ
ϩ
ά
ラ
ム
、
や
͗
の
ೕ

੡
品
、
や
͗
΁
の
Τ
α
や
り
౳
෇
加
価
஋

を
持
た
せ
れ
͹
継
続
的
な
集
٬
も
可
能
と

ߟ
え
る
。

問
　や
͗
ࣂ
育
に
補
助
金
を
ग़
し
て
い
る

自
࣏
体
も
あ
る
。
補
助
金
は
可
能
か
。

振
　現
ࡏ
֘
当
す
る
補
助
金
は
な
い
。
設

ཱ
に
ͭ
い
て
は
、
公
ฏ
性
・
費
用
対
効
果

な
Ͳ
を
ߟ
え
な
͚
れ
͹
い
͚
な
い
。

問
　や
͗
ࣂ
育
で
の
Ϗ
δ
ω
ス
も
あ
り
と

ߟ
え
る
が
。ớ
᷷
৩
な
Ͳ
Ờ

振
　ҙ
ཉ
の
あ
る
方
が
い
れ
͹
、
現
状
あ

る
制
度
で
支
援
で
き
る
が
、
村
と
し
て
は

ߟ
え
て
は
い
な
い
。

問
　૑
଄
の
৿
の
対
৅
地
区
で
の
や
͗
຀

場
は
可
能
か
。

村
　雲
根
地
区
の
૑
଄
の
৿
で
は
ੜ
物
ଟ

༷
性
の
औ
り
૊
み
を
し
て
い
る
。
や
͗
の

์
຀
は
可
能
で
あ
る
と
ߟ
え
て
い
る
。

問
　や
ま
な
み
૳
ଠ
ཅ
ޫ
ൃ
ి
設
උ
が

̑
ἃ
月
間
ૹ
ి
し
て
い
な
か
っ
た
。
ଛ
ࣦ
額

は
。
ٞ
会
΁
報
告
す
べ
き
ͩ
っ
た
の
で
は
。

ॅ
　ଛ
ࣦ
額
は
概
算
で
50
万
円
ఔ
度
。
報

告
は
今
後
改
善
す
べ
き
఺
。

問
　公
民
館
に
設
置
予
定
の
̚
̫
ॆ
์
ి

設
උ
費
を
、
஝
ి
஑
や
ল
Τ
ω
ػ
ث
な
Ͳ

ଞ
用
్
に
ྲྀ
用
で
き
な
い
か
。

૯
　国
の
補
助
金
の
ル
ー
ル
上
、
̚
̫
ॆ

์
ి
設
උớ
基
൫
੔
උ
Ờの
費
用
を
ল
Τ
ω

ػ
ث
導
入
΁
ྲྀ
用
す
る
͜
と
は
で
き
な
い
。

ҙ
ݟ

　基
൫
੔
උ
の
も
の
で
、
ࡂ
害
時
౳

確
実
に
使
え
る
も
の
΁
ม
ߋ
を
。

問
　̚
̫
バ
ス
の
運
行
状
況
は
。

૯
　急
に
Τ
ン
δ
ン
が
࢝
動
し
な
い
、
Τ

Ξ
ー
࿙
れ
に
よ
る
不
۩
合
、
૸
行
不
能
状

ଶ
な
Ͳ
が
ൃ
ੜ
。ͦ
の
౎
度
఺
検
・
修
繕
を

行
い
、
安
全
ୈ
一
で
運
行
し
て
い
る
。

問
　導
入
さ
れ
た
̚
̫
Ϟ
ー
タ
ー
ζ
δ
Ỿ

パ
ン
の
ϛ
χ
バ
ス
は
リ
コ
ー
ル
対
৅
で
は
。

૯
　対
৅
ͩ
が
、
ࡢ
年
�
月
に
国
交
ল
の

ࢦ
示
で
఺
検
・
修
理
ࡁ
み
。
リ
ー
ス
ऴ
ྃ
後

も
継
続
使
用
を
ߟ
え
て
い
る
が
、
車
両
状

況
を
ؑ
み
今
後
検
討
し
て
い
く
。

問
　๺
回
り
と
ೆ
回
り
の
�
୆
体
制
で
ス

ク
ー
ル
バ
ス
の
運
行
が
で
き
な
い
か
。

࣍
　財
政
負
担
や
運
転
手
確
อ
の
問
୊
か

ら
、
当
面
ઐ
用
車
両
1
୆
で
効
཰
的
な
運

行
を
継
続
す
る
。

問
　令
和
8
年
度
で
中
ֶ
ߍ
で
の
部
活
動

が
ऴ
ྃ
す
る
。
์
՝
後
の
ੜ
ె
の
ډ
場
ॴ

ͮ
く
り
と
、地
Ҭ
ク
ラ
ブ
΁
の
移
行
に
ͭ
い

て
の
ߟ
え
は
。
村
֎
ク
ラ
ブ
に
ࢀ
加
す
る

ੜ
ె
΁
の
補
助
や
活
動
場
ॴ
は
。

ڭ
　B
&
G
ւ
༸
セ
ン
タ
ー
を
主
な
活
動

場
ॴ
と
し
、
村
֎
ク
ラ
ブ
΁
の
補
助
や
運

Ӧ
ܗ
ଶ
は
今
後
設
置
の
ڠ
ٞ
会
で
検
討
。

問
　小
中
一
؏
ߍ
の
ߍ
ࣷ
の
あ
り
方
を
、小

中
ߍ
ࣷ
に
設
置
ࡁ
み
の
ଠ
ཅ
ޫ
ൃ
ి
設
උ

の
ѻ
い
と
合
Θ
せ
て
Ͳ
͏
ߟ
え
る
か
。

ڭ
　令
和
8
年
度
か
ら
ߍ
ࣷ
の
検
討
会
ٞ

を
設
置
し
検
討
す
る
。
ଠ
ཅ
ޫ
ൃ
ి
設
උ

は
、メ
ン
テ
φ
ン
ス
の
上
使
用
を
継
続
。

問
　村
঑
ֶ
金
を
ଞ
঑
ֶ
金
と
併
用
可
能

に
し
、
બ
ߟ
委
員
会
を
廃
ࢭ
し
て
は
。

ڭ
　公
ฏ
性
・
ಁ
໌
性
、
予
算
を
ߟ
ྀ
し
、

併
用
は
せ
ͣ
、બ
ߟ
委
員
会
も
継
続
す
る
。

問
　健
康
෱
ࢱ
՝
中
৺
に
、
要
支
援
者
の

た
め
の
個
ผ
ආ
難
計
画
を
策
定
し
て
い

る
。
村
全
体
の
策
定
ス
έ
δ
ỿ
ー
ル
は
。

健
　今
後
3
年
か
ら
5
年
を
か
͚
て
、
村

全
体
の
個
ผ
ආ
難
計
画
を
策
定
す
る
。

ౡܙ޾議員

脱
炭
素
事
業
の
過
疎
債
実
質
負
担
分
は

誰
が
払
う
の
か

村
長
　
今
後
村
と
㈱
い
く
さ
か
て
ら
す
と

協
議
し
て
決
定
す
る

��

ຊ㖊ਓ議員ࢁ

や
ぎ
牧
場
な
ど
動
物
を
使
っ
た
村
お
こ
し
は

で
き
な
い
か

村
長
　
創
造
の
森
を
進
め
る
地
区
で
の
や
ぎ

牧
場
は
可
能
と
考
え
る



補
助
金
事
業
の
統
治
と
成
果
管
理
に
つ
い
て

問
ࢁ　
村
活
性
化
対
策
事
業
の
設
計
主
体

と
地
Ҭ
ஂ
体
の
関
༩
は
。

振
　村
が
主
体
と
な
り
設
計
。
地
Ҭ
ஂ
体

か
ら
ఏ
Ҋ
を
受
͚
な
が
ら
ڠ
ಇ
で
進
め
て

い
る
。
行
政
が
全
体
管
理
、
֎
部
ઐ
໳
ػ

関
が
ٕ
ज़
支
援
、
や
ま
な
み
૳
や
؍
ޫ
ڠ

会
౳
が
実
ફ
を
担
͏
体
制
。

問
　成
果
ࢦ
ඪ
と
自
૸
化
の
見
通
し
は
。

振
　新
঎
品
4
品
・
ޏ
用
4
໊
・
体
ݧ
ࢀ

加
者
�
�
�
໊
を
3
年
目
ඪ
に
設
定
。
1

年
目
に
基
൫
੔
උ
、�
年
目
に
ൢ
路
拡
大
、

3
年
目
に
自
૸
準
උ
と
ஈ
֊
的
に
地
Ҭ
主

体
΁
移
行
す
る
。

主
食
用
米
の
安
定
供
給
に
つ
い
て

問
　ถ
価
高
騰
に
よ
る
村
民
ੜ
活
΁
の
Ө

ڹ
を
Ͳ
͏
認
識
し
て
い
る
か
。

࣍
ࢠ　
育
て
ੈ
ଳ
΁
の
ถ
഑
෍
の
ਃ
੥
ׂ

合
は
։
࢝
Ҏ
来
約
3
ׂ
で
安
定
ਪ
移
し
て

お
り
、
現
時
఺
で
ݦ
ஶ
な
ม
動
は
な
い
。

た
ͩ
し
今
後
ਃ
੥
が
増
加
し
た
場
合
に
は

഑
෍
ྔ
の
見
直
し
౳
を
検
討
す
る
。

問
　主
৯
用
ถ
の
安
定
ڙ
څ
に
޲
͚
た
農

業
公
ࣾ
の
ڧ
化
と
関
܎
部
ॺ
の
連
ܞ
は
。

౴
　農
業
公
ࣾ
に
ͭ
い
て
は
人
員
・
規
໛

౳
の
՝
୊
を
研
究
し
な
が
ら
拡
ॆ
を
検
討

す
る
。

ఏ
Ҋ
　高
ྸ
者
ੈ
ଳ
を
含
Ή
支
援
は
ڭ
育

問
　ୈ

�
࣍
૯
合
計
画
の
Լ
に
村
ͮ
く
り

を
進
め
て
い
る
村
政
運
Ӧ
。
ͦ
Μ
な
中
、

現
ࡏ
औ
り
૊
Μ
で
い
る
୤
୸
ૉ
ਪ
進
事
業

は
当
ॳ
計
画
に
な
く
、
̧
̑
年
度
か
ら
の

実
施
経
ա
ͩ
。͜
の
௒
大
型
事
業
の
導
入
・

ࣥ
行
に
よ
る
Ө
ڹ
は
ग़
て
い
な
い
か
。
職

員
の
増
員
体
制
は
、
一
部
に
௒
ա
負
担
と

な
っ
て
い
な
い
か
౳
ݒ
೦
す
る
が
。

村
　職
員
を
増
員
し
て
対
応
し
て
い
る

が
、
࢓
事
が
増
え
て
い
る
͜
と
は
൱
め
な

い
。
職
員
の
࿑
ಇ
環
境
も
注
視
し
、
産
業

医
も
お
ئ
い
し
な
が
ら
࿑
ಇ
環
境
の
維

持
、
改
善
を
進
め
て
い
き
た
い
。

問
　現
況
の
も
と
に
ු
き
ூ
り
と
な
っ
て

き
た
問
୊
で
、
私
が
՝
୊
に
感
じ
て
い
る

事
Ҋ
に
ͭ
い
て
、
Ҏ
Լ
に
数
఺
認
識
を
࢕

い
ͭ
ͭ
私
Ҋ
も
ఏ
ى
し
た
い
。
ᶃ
役
場
ி

ࣷ
や
駐
車
場
の
ڱ
さ
の
ղ
ফ
策
は
。

村
　ॏ
要
な
՝
୊
と
認
識
。
ࣥ
຿
ス
ϖ
ー

ス
౳
不
଍
を
ੜ
じ
て
お
り
、
駐
車
場
も
改

善
の
必
要
を
感
じ
て
い
る
。
中
長
期
的
に

は
規
໛
の
適
ਖ਼
化
な
Ͳ
を
検
討
し
た
い
。

問
　ᶄ
か
あ
さ
Μ
Ո
の
職
員
ٴ
ͼ
ủ
道
の

Ӻ
Ứ
᷷
๩
期
の
来
٬
者
対
応
の
駐
車
ॴ
確

อ
の
問
୊
は
。

村
　駐
車
場
の
不
଍
が
ੜ
じ
て
い
る
。
周

ล
未
利
用
地
の
一
時
活
用
の
可
能
性
に
ͭ

い
て
ߟ
え
た
い
。

ఏ
Ҋ

　当
ॳ
の
道
の
Ӻ
の
建
設
対
৅
Τ

リ
Ξ
ử
県
道
の
๺
ଆ
一
ଳ
を
ủ
コ
ϛ
χ
ỿ

テ
ỹ
ー
ϓ
ラ
β
Ứ
目
的
の
公
ڞ
施
設
޿
場

建
設
と
し
、
農
ৼ
の
除
֎
を
図
れ
͹
。

問
　ᶅ
小
ֶ
ߍ
の
将
来
૾
は
。

村
　一
؏
ڭ
育
の
導
入
か
ら
一
定
期
間
が

経
ա
す
る
。
ͦ
の
ڭ
育
効
果
を
検
ূ
し
た

上
で
検
討
を
։
࢝
す
る
予
定
。

ఏ
Ҋ

　౷
合
方
޲
に
な
り
、
小
ֶ
ߍ
౩
を

ớ
中
ֶ
ߍ
に
Ờ
増
設
検
討
な
ら
、
一
੕
ఛ
の

一
部
和
ࣨ
な
Ͳ
を
収
容
し
な
が
ら
の
リ
ϊ

ϕ
ー
シ
ἀ
ン
ߍ
ࣷ
の
໛
ࡧ
も
。

問
ؾ　
ܰ
に
村
の
໌
日
を
ޠ
り
合
え
る
場

が
ཉ
し
い
と
い
͏
村
民
の
੠
が
あ
る
。
࣍

期
૯
合
計
画
に
޲
͚
、
村
民
ࢀ
加
の
ủ
ڠ

ಉ
の
ڠ
ٞ
会
Ứ
を
設
置
す
る
͜
と
が
、
฻

ら
し
に
ر
๬
あ
る
村
ͮ
く
り
に
ܨ
が
る
の

で
は
。

村
ڠ　
ٞ
૊
৫
の
設
置
झ
ࢫ
は
े
分
理
ղ

す
る
が
、
現
時
఺
で
は
新
た
に
設
置
す
る

ߟ
え
は
な
い
。
Ҿ
き
続
き
ଟ
༷
な
͝
ҙ
見

を
࢕
い
な
が
ら
औ
り
૊
Μ
で
い
き
た
い
。

๬݄Ұক議員

㈱
い
く
さ
か
て
ら
す
の
運
営
責
任
と

行
政
の
関
与
は

副
村
長
　
運
営
責
任
は
て
ら
す
が
負
い
、
行
政

は
報
告
聴
取
と
補
助
金
執
行
の
確
認
を
行
う

઒ण໌議員ࢢ

2
0
3
0
年
代
を
見
据
え
た
諸
課
題
対
応
を

村
長
　
多
様
な
ご
意
見
を
伺
い
な
が
ら
取
り

組
む

委
員
会
・
健
康
෱
ࢱ
՝
・
ৼ
ڵ

՝
౳
が
連
ܞ
し
、
ੈ
ଳ
͝
と
の

՝
୊
を
೺
Ѳ
し
た
上
で
必
要
な

支
援
に
ͭ
な
͛
て
い
く
べ
き
。
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議
会
だ
よ
り
モ
ニ
タ
ー
さ
ん
よ
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議
会
だ
よ
り
モ
ニ
タ
ー
さ
ん
よ
り

ご
意
見
を
頂
き
ま
し
た
！

ご
意
見
を
頂
き
ま
し
た
！

ɹ
８
人
の
方
が
ٞ
会
ͩ
よ
り
Ϟ
χ
タ
ー
に

な
っ
て
く
ͩ
さ
り
、
લ
߸
�
�
�
߸
に
ͭ

い
て
͝
ҙ
見
を
ॳ
め
て
௖
き
ま
し
た
ʂ
Ͳ

の
方
も
ٞ
会
ͩ
よ
り
を
し
っ
か
り
ಡ
Μ
で

͝
ҙ
見
や
ఏ
Ҋ
を
く
ͩ
さ
っ
た
͜
と
が
感

じ
ら
れ
、
と
て
も
あ
り
が
た
い
と
ࢥ
い
ま

し
た
。௖
い
た
͝
ҙ
見
を
し
っ
か
り
൓
ө
さ

せ
、
よ
り
ಡ
ま
れ
る
、
分
か
り
や
す
い
ٞ
会

ͩ
よ
り
に
し
て
い
き
た
い
で
す
ʂ

Ϟ
χ
タ
ー
さ
Μ
͝
ҙ
見
か
ら
、
改
め
て

⿟
ಡ
み
に
く
い
׽
ࣈ
に
は
;
り
Ծ
໊
を

ɹ
;
る

⿟
分
か
り
に
く
い
ݴ
༿
は
注
ऍ
を
入
れ
る

ɹ
と
い
͏
͜
と
に
ؾ
を
෇
͚
、
ฤ
集
作
業

を
行
い
ま
し
た
。
͜
Μ
な
ه
事
が
ಡ
み
た

い
ʂ
と
い
͏
ఏ
Ҋ
も
௖
き
、
で
き
る
も
の

は
গ
し
ͣ
ͭ
で
も
औ
り
入
れ
て
い
͚
た
ら

と
ߟ
え
て
い
ま
す
。

ɹ
Ϟ
χ
タ
ー
は
今
߸
で
一
୴
任
期
が
ऴ
Θ

り
ま
す
。
再
任
は
๦
͛
ま
せ
Μ
の
で
、
続
͚

てủ
Ϟ
χ
タ
ー
を
や
っ
て
も
い
い
よ
ʂ
Ứ
と

い
͏
方
は
お
知
ら
せ
く
ͩ
さ
い
。
ま
た
、
ま

ͩ
Ϟ
χ
タ
ー
を
ื
集
し
て
い
ま
す
。
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ٞ
会
事
຿
ہ
に
ి
࿩
̒
̕�
̏
̍
̍
̍

ま
た
は
ٞ
員
に
お
知
ら
せ
く
ͩ
さ
い
。

編
集
後
記
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機器とレイアウト

を更新

駄菓子コーナー登場！

床や壁、天井、洗面台

やトイレを更新し、

エアコンを設置

木
質
チ
ッ
プ
ボ
イ
ラ
ー
を
接
続

天
井
・
壁
の
貼
り
替
え

昨
年
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
イ
ベ
ン
ト
で

好
評
だ
っ
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
チ
キ
ン

が
新
メ
ニ
ュ
ー
に
！

　リニューアル　やまなみ荘
改修工事費総額　２億１６１５万円

●厨房・浴室改修　   　  ８１２０万９０００円（過疎対策事業債）

●LED・省エネ機器設置 1億３４９４万９１００円【脱炭素事業】

　　　　　　  （８１７８万７０００円環境省から、残りは過疎債）

内
訳

畳・天井クロスの張替え、

照明・エアコンの更新

シャンデリアと間接

照明からLED照明に

壁紙を緑、柱をブラウン、

カーテンをベージュに

食堂メニューに

月替わりパスタが

　　　　　登場！

大広間

大ホール

大浴場

脱衣所

売店

厨房

食堂

月替わりパ

ス
タ

新メニュ

ー

　　　やまなみ荘は令和８年１月１４日
　　から３月１４日まで休館し、改修工事
　を行いました。
浴室のボイラーはガスから木質チップボイラー
に、厨房の機器を更新し、大ホールや大広間には
脱炭素事業補助金を活用してLED・省エネ機器を
設置しました。

支配人　小坂部　元

浴室の木質チップボイラーは自然にやさしい
燃料で、ラジウムとの相性もよく、お客様から
とても温まると感想をいただいています。また
新しくなった機器とレイアウトを変えた厨房
から美味しい料理をお届けします！装いを新
たにした食堂を気持ちよくご利用ください！

◦編集／議会広報編集委員会  ◦発行／生坂村議会  〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493−2  TEL 0263-69-3111㈹  ◦印刷／川越印刷㈱


